
1 
本事業で策定する経営改善計画の期間（H29年度）終了までに、就労事業から
利用者に支払う工賃（賃金）の総額を、１００％向上させることを目指す。

2 
本事業で策定する経営改善計画の期間（平成29年度）終了までに、就労事業か
ら利用者に支払う工賃を、これまでの12,000円から、20,000円に向上させること
を目指す。

3 
本事業で策定する経営改善計画の期間（H29年度）終了までに、就労事業から
利用者に支払う平均月額工賃（賃金）を、４８％向上させることを目指す。

4 
本事業で策定する経営改善計画の期間（Ｈ29年度）終了までに、就労継続支援
Ｂ型事業所から利用者様に支払う工賃（賃金）の月額平均を、これまでの6,500
円から、12,000円に向上させることを目指す。

5 
本事業で策定する経営改善計画の期間（平成29年度）終了までに、就労事業か
ら利用者に支払う工賃を、現在の一人あたり6,000円台から15,000円に向上させ
ることを目指します。

- ＜支援対象事業所募集中＞

1 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

2 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

3 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

4 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

5 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

6 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

7 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

8 
事業内容の支援を受けることにより、新しく従事した者（従事して３年未満）の
定着率１００％を目標とする。

9 事業内容の支援を受けることにより、従事者の定着率向上を図る。

- ＜支援対象事業所募集中＞

1 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

8 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

9 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

10 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

11 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

12 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

13 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

14 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

15 
事業内容の支援を受けることにより、新卒者定着率を過去3年平均(H23年度～
H25年度)より向上させる。

平成２６年度地域人づくり事業（処遇改善プロセス）処遇改善計画　※随時更新

整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

健康福祉部
障害保健福祉課

宣　　言　　事　　項

若手社員職場定着支援事業

（中小企業の若手社員を対象に、新商品を企画・提案す
る実践的な課題解決の手法を学ぶ研修やグループワークを
実施することで、モチベーションの向上や同期ネットワーク
の形成による定着率の向上を図る。）

商工労働部
産業政策課

3

障害者就労支援事業所　経営基礎力向上事業

（事業所経営者を対象としたセミナーの開催、専門家によ
る事業改善計画の策定等を実施により授産事業の改善によ
る利用者の工賃アップを図る。）

1

2
健康福祉部

障害保健福祉課

障害者相談体制支援アドバイザー派遣等事業

（開設３年未満の相談支援事業所等に対し、アドバイザー
を派遣し、助言・指導等を実施により相談支援専門員の
質の向上、定着支援を図る。）

石川県
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 
事業内容の支援を受けることにより、労務管理を徹底し、労働時間を削減し、
従業員の定着率を３０％アップさせる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、労務管理を徹底し、労働時間を削減し、
従業員の定着率を３０％アップさせる。

3 
従業員の資格取得を支援し、仕事に対するモチベーションを向上させ、従業員
の定着率を３０％アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、従業員のモチベーション向上に努め、従業
員の定着率を３０％UPさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、労務管理を徹底し、被雇用者の就業意識
を高め、従業員定着期間のさらなる向上を図る。

6 
事業内容の支援を受けることにより、従業員のモチベーション向上に努め、従業
員の定着率を３０％アップさせる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、従業員のモチベーション向上に努め、従業
員の無期雇用化を実施する。

8 
事業内容の支援を受けることにより、従業員のモチベーション向上に努め、従業
員の定着率を３０％アップさせる。

9 
事業内容の支援を受けることにより、就業規則を制定し、役職手当を増設し、
従業員の賃金を20％アップさせる。

5
農林水産部
農業政策課

参入法人・企業雇用確保促進事業

（耕作放棄地の解消に取り組む農業法人等が、その取り
組み面積を拡大し、販路開拓する際に要する経費を支援す
ることにより、売り上げ及び賃金の上昇につなげる。）

- ＜宣言事項徴収中＞

1 
事業内容の支援を受けることにより、若年者の定着率を過去３年平均値３０％よ
り１０％向上させる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、過去３年平均値９２％より１％向上させる。
（離職率７％以下を目指す。）

3 
事業内容の支援を受けることにより、若手従業員（入社３年迄）の定着率１０
０％を目標とする。

4 
事業内容の支援を受けることにより、若手従業員の定着率を過去３年平均値６
１％より、１０％アップさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、若手従業員の定着率を過去平均値１．５％
より、０．５％アップさせる。

6 事業内容の支援を受けることにより、若手従業員の定着率を向上させる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、技能向上した若手従業員の給与を２％アッ
プさせ定着率向上を図る。

- ＜支援対象事業所募集中＞

1 
事業内容の支援を受けることにより、建設機械施工技士の資格を取得した従業
員の賃金を約１～３％アップさせる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、資格を取得した場合、従業員の賃金をアッ
プさせる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、作業主任者の資格を取得した場合、従業
員の賃金を約３％アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、資格を取得した場合、従業員の賃金を社
内規定によりアップさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、建設関連資格一級取得者には、賃金を
５％アップさせる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、二級土木施工管理技士の資格を取得した
従業員の賃金を５％アップさせる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、土木施工管理技士の資格を取得した従業
員の賃金を取得資格の種類に応じてアップさせる。

8 
事業内容の支援を受けることにより、各種資格を取得した従業員の賃金を約２％
アップさせる。

- ＜支援対象事業所募集中＞

農林水産部
農業政策課

地域農業人づくり事業

（農業従事者に対する流通販売研修、雇用者に対する人
事・労務管理研修などを行うことで、定着率の向上を図
る。）

6
土木部
監理課

建設業早期離職対策事業

（県内における建設業関係企業の若手従業員を対象に、
セミナーの実施や訓練機関への派遣等によって技能向上を
図り、早期に現場に適応できるよう育成し、若者の定着率
向上を図る。）

7
土木部
監理課

建設業処遇改善事業

（県内における建設業関係企業の生産力強化のため、若
手～中堅技術者の資格取得や技能向上を支援すること
で、企業としての受注拡大と従業員の賃上げを図る。）

4
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

2 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

3 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

4 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

5 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

6 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

7 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

8 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

9 セミナーへの参加により、女性社員の人材育成を図り、職場定着を支援する。

- ＜支援対象事業所募集中＞

1 
事業内容の支援を受けることにより、当事業による売上を45,000千円増加さ
せ、粗利11,250千円確保できた場合、従業員の平成２７年夏期賞与を前年同期
比6,000千円アップさせる。

2 
本事業により売上高を増加させ、平成２７年９月給与支給分より従業員の基本給
を２．５％アップさせる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、従業員の１年間の離職率０％を目指す。ま
た以後も継続させる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、売上アップに対する対価として定昇および
ボーナスにプラスαする。

5 
研修やセミナーを通じて、仕事に対する意識改革を行い、各個人のモチベーショ
ンを向上させ、自己実現できるよう取り組みます。同時に働きやすい環境を整
え、離職率の低下を目指します。

6 
事業内容の支援を受けることにより、東京で展示会を開催し３００万円の利益を
確保し、それを原資とし従業員に一時金を支給。従業員のモチベーションを向上
させ業績アップに繋げる。

1 収益を前年度比３％増加させた場合、期末一時金を支給する。

2 
支援を受けることにより、新規雇用者の受け入れ体制を整える等の処遇改善を
図る。

- ＜支援対象事業所募集中＞

11 金沢市

伝統工芸職人処遇向上支援事業

（コンサルタント及び見本市により伝統工芸の技術を活か
す建材など新たな市場を開拓することで、職人の工賃向上
を含めた処遇改善を図る。）

1 事業内容の支援を受けることにより、伝統工芸職人の収入を５％アップさせる。

10 金沢市

観光業広報担当者等処遇向上支援事業

（観光業広報担当者等を対象に、首都圏等の第一線で活
躍するデザイナーや写真家等を講師とする技術研修会及び
観光資源発掘フィールドワーク等を開催し、北陸新幹線開
業を間近に控えた観光産業の広告ＰＲ力と地域資源の魅力
発信力を向上させ、売上げの拡大を図ることにより、従業
員の処遇向上につなげる。）

9 金沢市

中小企業競争力強化支援事業

（市内の中小企業者を対象に、在職者の処遇改善を行う
事業者を公募し、採択事業者に対して、研修費用、コンサ
ルタント料、販路開拓・海外出展費用、海外バイヤー招聘
費用を支援する。）

8 金沢市

働く女性キャリアアップ支援事業

（雇用の場での女性の活躍を支援するため、キャリアデザ
インセミナーやスキルアップのためのセミナーを実施す
る。）
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 

事業内容を実施することにより、自社製品の受注を成功させた場合、従業員の
所得を増加させる。資格手当の充実により賃金をアップさせる。売り上げを前年
度比約１０％増加させた場合、従業員の賃金を１％アップさせる。新たにリゾート
ホテルと提携し、安く従業員が宿泊できるようにして、福利厚生を充実させる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約２％増加させた場合、従
業員の賃金を１％アップさせる。

3 
事業内容の実施することにより、収益を前年度比約２０％増加させた場合、従業
員の賃金を５％アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、弊社開発製品を拡販し、年間1,000万円以
上の収益を確保できた場合、非正規社員1名を正規雇用化する。

5 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約20％増加させた場合、
非正規雇用者を1名以上正規雇用とする。

6 
事業内容の支援を受けることにより自社商品部門の売上を３％増加させた場合、
1名以上を正規雇用化するとともに昼食の補助負担金を８％以上増額させる。

13 加賀市

生物多様性の向上を図る環境保全型農業の普及・定着に
よる農業就業者処遇改善事業

（農業者に対し、付加価値の高い生物多様性に配慮した
環境保全型農業や６次産業化の取り組みに向けた取り組み
を支援することで、売上高を伸ばし、農業者の賃上げに繋
げる。）

- ＜支援対象事業所募集中＞

14 白山市

過疎地域人材育成事業

（地域のNPO法人の就業者を対象に、設備管理研修や販
売促進、労務管理、メンタルヘルス等の研修を実施するこ
とで、就業者の職場定着に結び付ける。）

-
事業内容の支援を受けることにより、２期連続赤字の営業利益を黒字化させた場
合、従業員の期末一時金を事業費相当分アップさせ、新規に雇用した従業員並
びに既存従業員の定着率１００％を目指す。

1 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

8 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

9 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

10 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

11 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、
従業員の賃金を3％アップさせる。

15 内灘町

内灘の食応援事業

（町内飲食業事業者に対し、コンサルティング等を実施
し、催事に参加することで販路拡大を行い、売上の向上に
より、処遇改善を図る。）

12 小松市

小松市新製品等販路拡大事業

（市内の製品等を国内・海外へ広く発信し、販路拡大に
よって売上増を図ることで、賃上げを図る。）

4 / 12 ページ



整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約３％増加させた場合、従
業員の実質的な収入となる各種手当を５％程度アップさせる。

- ＜支援対象事業所募集中＞

17
商工労働部
産業政策課

ものづくり企業従業員処遇向上支援・人材育成事業

（従業員が生産技術者マネジメント資格などを取得するた
めの支援を行うとともに、コンサルタントの派遣により、下
請け体質からの脱却、新規事業展開、利益率向上などを
進める支援を行い、会員企業の売上を伸ばすことで、従
業員の賃上げにつなげる。）

- ＜宣言事項徴収中＞

1 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約7％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約7％増加させた場合、従
業員の賃金を約3％アップさせる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約7％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2.5％アップさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

8 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

9 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

10 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

11 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

12 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

13 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

14 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

15 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2.2％アップさせる。

16 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

17 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約7％増加させた場合、従
業員の賃金を約1％アップさせる。

18 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従
業員の賃金を約2％アップさせる。

18
商工労働部
産業政策課

ものづくり企業従業員処遇向上支援事業（繊維）

（国際展示会への出展支援を行うとともに、従業員が繊維
製品の品質管理に関する資格を取得するための支援等を
実施し、販路開拓により、会員企業の売上を伸ばすこと
で、従業員の賃上げにつなげる。）

16 穴水町

中小企業経営力改善事業

（町内企業を対象に、経営コンサルタント等を活用し、企
業の経営力向上を図りながら、売り上げや利益の増加に
繋げ、社員の処遇改善を図る。）
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

19
商工労働部
産業政策課

ものづくり企業従業員処遇向上支援事業（食品）

（国内展示会への出展支援や、従業員が衛生管理等の資
格を取得するための支援を実施し、販路拡大により、会員
企業の売上を伸ばすことで、従業員の賃上げにつなげ
る。）

- ＜宣言事項徴収中＞

1 
事業内容の支援を受けることにより、売上げを増加させた場合、従業員５名の給
与を約５％引き上げ、計3,000千円引き上げる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、売上げを増加させた場合、従業員５名の給
与を約５％引き上げ、計2,850千円引き上げる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、売上げを増加させた場合、従業員６名の給
与を約２％引き上げ、計1,500千円引き上げる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、売上げを増加させた場合、従業員６名の給
与を約２％引き上げ、計1,000千円引き上げる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、売上げを増加させた場合、従業員６名の給
与を約２％引き上げ、計1,100千円引き上げる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、資格を取得した場合、資格取得者を昇級
させることに加え、従業員６名の給与を約３％引き上げ、計1,440千円引き上げ
る。

- ＜事業計画策定中＞

- ＜支援対象事業所募集予定＞

21
商工労働部
労働企画課

新卒者の定着率向上支援事業

（県内企業の経営者や人事労務担当者を対象に、新入社
員の育成やメンタルヘルスなどに関する講座を開催するこ
とにより、企業の労働環境の整備や社員教育を推進し、従
業員の定着率向上を図る。）

- ＜支援対象事業所募集中＞

1 非正規社員2名を正社員に

2 定着率10％アップ

3 非正規社員2名を正社員に

4 非正規社員2名を正社員に

5 非正規社員1名を正社員に

6 非正規社員1名を正社員に

7 定着率10％アップ・非正規社員1名を正社員に

8 定着率30％アップ・非正規社員1名を正社員に

9 非正規社員2名を正社員に

10 定着率50％アップ

11 非正規社員1名を正社員に

12 非正規社員1名を正社員に

13 定着率50％アップ・非正規社員1名を正社員に

14 定着率50％アップ・非正規社員1名を正社員に

15 非正規社員1名を正社員に

16 非正規社員1名を正社員に

17 定着率10％アップ又は非正規社員1名を正社員に

18 定着率10％アップ又は非正規社員1名を正社員に

商工労働部
労働企画課

22

中小企業処遇改善相談援助事業

（県内中小企業に社会保険労務士を派遣し、労務管理に
関する相談の受付や従業員の正社員化に向けた専門的な
アドバイスの実施により、従業員の職場定着促進や非正規
社員の正社員化への支援を図る。）

20
商工労働部
産業政策課

ＩＴ企業従業員処遇向上支援事業

（従業員が情報処理試験やマイクロソフトなどの資格を取
得するための支援を行うとともに、コンサルタントの派遣に
より新規事業展開を行い、開発したシステム等を首都圏で
開催される展示会に出展することで、会員企業の売上を伸
ばし、従業員の賃上げにつなげる。）
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

19 定着率5％アップ

20 定着率5％アップ

21 定着率50％アップ・非正規社員1名を正社員に

22 定着率50％アップ

23 定着率8％アップ

24 定着率10％アップ

25 定着率50％アップ

26 定着率50％アップ

27 非正規社員1名を正社員に

28 非正規社員1名を正社員に

29 非正規社員1名以上を正社員に

30 非正規社員1名以上を正社員に

31 定着率の向上・非正規社員処遇改善

32 定着率の向上・非正規社員処遇改善

33 定着率10％アップ

34 定着率10％アップ・非正規社員2名を正社員に

35 定着率100％アップ

36 定着率100％アップ

37 定着率5％アップ・非正規社員1名を正社員に

38 定着率5％アップ・非正規社員1名を正社員に

39 非正規社員2名以上を正社員に

40 非正規社員1名以上を正社員に

41 非正規社員1名以上を正社員に

42 非正規社員1名以上を正社員に

43 非正規社員1名以上を正社員に

44 非正規社員1名以上を正社員に

45 非正規社員1名以上を正社員に

46 非正規社員1名以上を正社員に

47 非正規社員1名以上を正社員に

48 非正規社員1名以上を正社員に

49 非正規社員1名以上を正社員に

50 定着率10％アップ

商工労働部
労働企画課

22

中小企業処遇改善相談援助事業

（県内中小企業に社会保険労務士を派遣し、労務管理に
関する相談の受付や従業員の正社員化に向けた専門的な
アドバイスの実施により、従業員の職場定着促進や非正規
社員の正社員化への支援を図る。）
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

8 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

9 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

10 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

11 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

12 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

13 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

14 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

15 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

16 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

17 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

18 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

19 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約８％増加させた場合、従業
員の賃金を５％アップさせる。

20 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約１０％増加させた場合、従
業員の賃金を３ ％アップさせる。

伝統産業見本市等出展支援事業

（国内外の見本市への出展支援及び海外展開セミナーの
開催等によって、九谷焼、輪島塗、山中漆器など伝統工
芸産地組合に所属する事業所の売上を伸ばすことで、従業
員の賃上げにつなげる。）

商工労働部
経営支援課

23
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

21 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を５ ％アップさせる。

22 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を２％アップさせる。

23 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を５ ％アップさせる。

24 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約８％増加させた場合、従業
員の賃金を３％アップさせる。

25 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を２％アップさせる。

26 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を３％アップさせる。

27 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約１０％増加させた場合、従
業員の賃金を５％アップさせる。

28 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約８％増加させた場合、従業
員の賃金を５ ％アップさせる。

29 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を４％アップさせる。

30 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約７％増加させた場合、従業
員の賃金を３％アップさせる。

31 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を２％アップさせる。

32 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約3％増加させた場合、従業
員の賃金を2％アップさせる。

33 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比10％増加させた場合、従業員
の賃金を5％アップさせる。

34 
事業内容の支援を受けることにより、売上を前年度比約10％増加させた場合、従業
員の賃金を15％アップさせる。

35 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約１０％増加させた場合、従
業員の賃金を５％アップすることを目指す。

36 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、従業
員の賃金を5％アップさせる。

37 
事業内容の支援を受けることにより、売上高経常利益率5％を達成させた場合、従
業員の賃金を5％アップさせる。

38 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた場合、従業
員の賃金を5％アップさせる。

39 
事業内容の支援を受けることにより、従来品より5%以上付加価値の高い商品の開
発・販売を行う事ができた場合、職方さんへの工賃を3%アップさせる。

40 
事業内容の支援を受けることにより、今まで一産地の商品でしか開発できなった商
品が開発可能になり、弊社の売り上げが年間10％向上した場合、職人さんたちの
工賃を10%向上させる。

41 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約8%増加させた場合、従業員
の賃金を5%アップさせる。

42 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約５％増加させた場合、従業
員の賃金を５％アップさせる。

43 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約25％増加させた場合、従業
員の賃金を8％アップさせる。

44 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約5％増加させた場合、従業
員の賃金を3％アップさせる。

23
商工労働部
経営支援課

伝統産業見本市等出展支援事業

（国内外の見本市への出展支援及び海外展開セミナーの
開催等によって、九谷焼、輪島塗、山中漆器など伝統工
芸産地組合に所属する事業所の売上を伸ばすことで、従業
員の賃上げにつなげる。）
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

8 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

9 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

10 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

11 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

12 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

13 
事業内容の支援を受けることにより、従業員3名の賃金を合計1,500千円
アップさせる。

14 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

15 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

16 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

17 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

18 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

19 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

20 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

21 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

22 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

23 
事業内容の支援を受けることにより、従業員2名の賃金を合計1,000千円
アップさせる。

24
商工労働部
産業政策課

世界を惹きつける「食品王国いしかわ」グローバル企業
育成事業

（海外展開に意欲がある県内食品企業を対象に、海外商
談・営業方法に関する研修を行うとともに、現地オピニオ
ンリーダーへの訴求、国際見本市への出展を支援し、新
規販路の開拓により県内企業の売上を伸ばすことで、従業
員の賃上げにつなげる。）
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

2 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

3 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

4 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

5 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

6 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

7 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

8 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

9 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

10 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

11 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

12 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

13 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

14 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

15 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

16 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

17 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員の賃金を3％アップさせる。

1 
事業内容の支援を受けることにより、前年比約３％増加させた場合、非
正規社員１名の正社員化を目指す

2 
事業内容の支援を受けることにより、前年比約３％増加させた場合、新
入社員の定着率１％以上アップを目指す

3 
事業内容の支援を受けることにより、前年比約３％増加させた場合、社
員への一時金支給を目指す

25
商工労働部
産業政策課

県内料亭及び料理人との連携による県産品等全国への販
路拡大推進事業

（国内見本市への出展支援により、県内の食文化関連企
業（地酒、加工食品等）の販路拡大を行い、売上を伸ば
すことで、従業員の処遇を改善する。）

商工労働部
産業政策課

26

世界の一流ホテルコンシェルジュに対する石川の食文化・
魅力発信事業

（国内見本市への出展及びホテル業界関係者を招聘によ
り、欧州やアジア等の富裕層誘客を図り、県内企業の売上
を伸ばすことで、従業員の処遇改善につなげる。）
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整理
番号

実施部局・
市町村名

事　　業　　名
（　事　　業　　内　　容　）

宣　　言　　事　　項

1 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、非正規2人を正規社員に転換する

2 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員2名に一時金5万円を支給する

3 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、若年者従業員の定着率を前年度比10％アップさせる

4 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、若年者従業員の定着率を前年度比5％アップさせる

5 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、非正規2人を正規社員に転換する

6 
事業内容の支援を受けることにより、収益を前年度比約10％増加させた
場合、従業員5名に一時金10万円を支給する

1 
事業内容の支援を受けることにより、前年比約3％増加させた場合、従業
員30名に一時金10万円を支給する

2 
事業内容の支援を受けることにより、前年比約3％増加させた場合、従業
員75名に一時金10万円を支給する

3 
事業内容の支援を受けることにより、前年比約3％増加させた場合、従業
員5名に一時金10万円を支給する

4 
事業内容の支援を受けることにより、前年比約3％増加させた場合、従業
員10名に一時金10万円を支給する

29
商工労働部
産業政策課

石川食文化グローバル展開推進事業

（2015年に開催されるミラノ万博を見据えて、輸出に意欲
的な県内食品企業が、欧米食品市場での効果的な販路開
拓手法を習得して、海外販路開拓・拡大に取り組むことに
より、売上向上を図る。）

- ＜宣言事項徴収中＞

30
商工労働部
産業政策課

石川の食シンガポール輸出促進事業

（シンガポールへの輸出促進を目指す県内企業が互いに
連携し、研修会の企画立案から開催、企業と現地シェフが
協働した現地プロモーション活動に加え、これから輸出に
取り組む企業への市場参入を後押しし、販路開拓・拡大
に取り組み、売上向上を図る。）

- ＜宣言事項徴収中＞

31
商工労働部
産業政策課

県産食品香港販路開拓支援事業

（香港への輸出に意欲的な県内食品企業が、現地市場に
精通した専門家等の指導により商談スキル向上を図り、現
地食品見本市への出展および現地バイヤー招へい商談会
を実施し、海外売上の拡大を図り、従業員の処遇改善に
つなげる。）

- ＜宣言事項徴収中＞

32
商工労働部
産業政策課

ものづくり企業販路拡大支援事業

（首都圏等で開催される展示会に出展し、販路拡大を行う
ことで、県内ものづくり企業の売上を伸ばし、従業員の賃
上げにつなげる。）

- ＜宣言事項徴収中＞

33
商工労働部
産業政策課

地域のベンチャー企業等成長力強化事業

（県内ベンチャー企業等の経営者を対象に、経営ノウハウ
や事業展開・商品開発・マーケティングなどに関する講座
を開催することにより、経営能力を高め、企業の成長を促
進し、各企業社員の処遇改善を図る。）

- ＜宣言事項徴収中＞

34 金沢市

若手社員フォローアップ事業

（中小企業における若年者の早期離職防止と職場定着を
支援するために採用後１～３年目社員を対象にセミナーや
グループワークを実施する。）

- ＜支援対象事業所募集中＞

27
商工労働部
産業政策課

石川食文化コーディネーターを活用した欧米富裕層誘客推
進事業

（地元食材、酒、伝統工芸の器など石川の食文化の魅力
を総合的に発信できる人材を育成し、世界の富裕層旅行
エージェント等が集結する欧米の商談会等にあわせ、現地
で食文化をＰＲすることで、インバウンド誘客を図り、売上
を伸ばすことで、従業員の処遇改善を図る。）

商工労働部
産業政策課

28

訪日観光客の石川食文化の魅力発信によるアジア・欧州
誘客推進事業

（増加が期待されるシンガポール、インドネシアにて現地
旅行業者に対する観光説明会・商談会を実施し、海外宿
泊客を増やし、県内ホテルの売上を伸ばすことで、従業員
の処遇改善を図る。）
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